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臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業

安
定
所
長

か
ら
職
業

訓
練
の
受

講
指
示
又

は
受
講
推

薦
を
受
け

た
者

住
宅
緑
地

科

一
〇
人

三
月

(

夜
間･

土
日)

室
内
リ
フ

ォ
ー
ム
科

一
〇
人

住
宅
塗
装

科

一
〇
人

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

建
設
科

一
五
人

パ
ソ
コ
ン

事
務
科

三
月

(

夜
間･

昼
間)

一
五
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

配
管
科

二
〇
人

三
月

(

夜
間･

土
日)

青
森
県
立
三
沢
高
等
技
術

専
門
校

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ

ネ
ス
科

一
〇
人

青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術

専
門
校

総
合
リ
フ

ォ
ー
ム
科

一
〇
人

青
森
県
立
木
造
高
等
技
術

専
門
校

配
管
科

二
〇
人

第
二
千
百
七
十
二
号

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

(

月
曜
日)
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青
森
市
長
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丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
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小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
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五
月
十
二
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知
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木

村

守

男

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
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営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
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第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
環
境
監
査
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

保
直

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
浜
名
谷
地
一
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
環
境
負
荷
に
関
連
す
る
環
境
及
び
土
木
事
業
に
対
し
て
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
、
環
境
負
荷
を
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
情
報
の
提
供
及
び
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
次
世
代
に
負
の
遺
産
を
残
さ
な
い
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
コ
ン
ノ
ハ
ウ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

紺
野

末
吉

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
二
日
市
七
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
五
三
七
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
レ
ン
ガ
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
四
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

は
ち
の
へ

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
揚
一
一
二
番
地

橘

一

男

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
松
苗
場
一
四
番
地
一
六

五

福

嶋

一

雄

八
戸
市
大
字
湊
町
字
大
沢
二
八
番
地
一
一
八

三

戸

満

平
成
十
五
年

五
月
十
二
日

か
ら
同
月
二

十
六
日
ま
で

八
戸
み
な

と
漁
業
協

同
組
合
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